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（例）特定健診　　　　　　　　　２ポイント
　　 胃がん検診　　　　　　　　２ポイント
　　 かろやかクラブに２回参加　２ポイント
　　　　　　　　　　　　合計　 ６ポイント

　北海道が行っている「北海道健康マイレージ事業」では、20 歳以上の方（北海道民）を対象に、町が実
施する健診、職場で実施する健診、個人で受けた健診、町が実施する『かろやかクラブ（運動教室）』への
参加に応じてポイントシールが発行され、６ポイント貯まると協賛企業から様々な特典を受け取ることが
できます。なお、６ポイント達成者が多い場合は抽選となりますので、ご了承ください。

　特典内容や詳細については、北海道のＨＰ『北海道マイレージ事業』をご覧ください。
　参加には事前の申し込みが必要です。ただし、８月のバス健診については、当日申し込みを受け付けます。

◎問い合わせ・申し込み先　　保健福祉課健康づくり係（内線 276）

■ 70 歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が見直しされます。

●高額療養費の自己負担限度額が、平成 29 年８月から次のとおり見直しされます。

区　　　　分
1カ月の自己負担限度額

平成 29 年７月まで 平成 29 年８月から

現役並み所得者
外来【個人単位】 44,400 円 57,600 円

外来 +入院【世帯単位】
（医療費総額 -267,000 円）
× 0.01+80,100 円（※１）

（医療費総額 -267,000 円）
× 0.01+80,100 円（※１）

一般
外来【個人単位】 12,000 円 14,000 円（※２）

外来 +入院【世帯単位】 44,400 円 57,600 円（※３）

住民税
非課税
世帯

区分Ⅱ
外来【個人単位】 8,000 円 8,000 円

外来 +入院【世帯単位】 24,600 円 24,600 円

区分Ⅰ
外来【個人単位】 8,000 円 8,000 円

外来 +入院【世帯単位】 15,000 円 15,000 円

※１　多数該当（過去 12 か月に３回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、４回目以降の
　　支給に該当）の場合の自己負担限度額は 44,400 円です。

※２　１年間（８月１日から翌年７月 31 日まで）の外来の自己負担額合計の限度額が 144,000 円とな
　　ります。

※３　一般区分においても多数該当（※１）が設定されます。

■ 70 歳以上の方の入院時生活療養標準負担額（居住費）の金額が見直しされます。

●療養病床に入院したときの居住費が、平成 29 年 10 月から見直しされます。

【平成 29 年９月まで】

区　　分 入院時生活療養費

以下のいずれにも該当しない方 １日につき 320 円

厚生労働大臣の定める者（指定難病患者を除く） １日につき０円

指定難病患者 １日につき０円

【平成 29 年 10 月から】

区　　分 入院時生活療養費

以下のいずれにも該当しない方 １日につき 370 円

厚生労働大臣の定める者（指定難病患者を除く） １日につき 200 円

指定難病患者 １日につき０円

◎問い合わせ　　保健福祉課福祉係（内線 272・273）


